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国
家
公
務
員
の
退
職
管
理
お
よ
び
再
就
職
に
関
す
る
質
問
主
意
書

国
家
公
務
員
の
あ
り
方
、
特
に
退
職
や
再
就
職
の
問
題
は
、
公
務
員
制
度
が
有
効
に
機
能
す
る
た
め
に
、
重
要
な
点
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
次
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

「
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
政
令
」
（
平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
五
日
政
令
第
三
百
八
十
九
号
）
は
有
効
か
。
ま
た
、

施
行
当
初
の
附
則
第
二
十
一
条
は
有
効
か
。

二

本
政
令
に
基
づ
き
、
再
就
職
等
監
視
委
員
会
の
権
限
を
総
理
が
行
使
し
た
例
は
、
こ
れ
ま
で
に
何
件
あ
る
か
。
ま
た
、
ど

の
よ
う
な
（
在
職
中
の
求
職
活
動
の
承
認
な
ど
）
権
限
に
関
す
る
も
の
か
、
そ
の
行
使
さ
れ
た
例
の
内
訳
を
示
さ
れ
た
い
。

三

か
つ
て
仙
谷
大
臣
は
、
再
就
職
等
監
視
委
員
会
の
権
限
を
総
理
が
行
使
で
き
る
と
本
政
令
で
規
定
し
て
い
る
こ
と
は
「
憲

法
違
反
」
と
主
張
し
て
い
た
が
、
鳩
山
内
閣
と
し
て
の
見
解
は
如
何
。

右
質
問
す
る
。


